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 第１章 総則 

【名称】 

第１条 １．本団体の名称は宇宙開発フォーラム実行委員会という。 

２．略称は SDF（SPACE Development Forum Executive Committee）とする。 

【活動拠点】 

第２条 主な活動拠点は国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区代々木神園町３ 番１ 号）と

する。 

【団体の目的】 



第３条 本団体は文科系と理科系の融合を掲げ、宇宙開発および宇宙開発に関連する分野についてのテーマを社

会科学的視点から考察する機会を社会に対して広く提供することを目的とする。 

【活動内容】 

第４条 前条の目的を達成するため、本団体は宇宙開発フォーラムの開催を中心として、それに付随した開催準

備、調査、研究、交流などの諸活動を行うものとする。 

【宇宙開発フォーラム】 

第５条 宇宙開発フォーラムとは、第３条の目的を達するために、以下の各号に掲げる具体的目的を中心として、

毎年１回本団体によって開催される参加型シンポジウムである。 

① 宇宙開発に関連する分野についての多方面の学生、研究者、実務家の交流 

② 宇宙開発に関連する分野についての社会に対する知る機会の提供 

③ 宇宙開発に関連する分野についての社会科学を中心とした学際的アプローチの探究 

④ 宇宙開発の発展を担う新たな人材の発掘・育成 

【会期】 

第６条 １．本団体の会期は、総会から次の総会までの１年間とする。 

２．役員の任期、会計会期もこれに従う。 

【会計】 

 第７条 会計は単年度会計とする。会期をまたいでの予算は認めない。但し、総会がその必要を認めた場合はこ

の限りではない。 

 

第２章 会員 

第１節 総則 

【会員資格】 

第８条 本団体の会員は、以下に示す条件を共に満たす者とする。 

① 第３条の目的に賛同した者 

② 特段の事情がある場合を除き、大学生および修士課程の大学院生 

【会員の義務】 

第９条 本団体の活動に際して、会員は本規約を尊重し、第３条の目的を達成するため、代表および各チーフの

指示の下に、相互に協力する義務を負う。 

【会員の責任】 

第１０条 １．本団体の活動に際して発生した責任については、原則として全会員が平等に、かつ連帯して責任

を負う。 

２．当該責任が明らかに個人で負うことがふさわしい種類のものであると代表が判断した場合、当該責任の発生

にもっとも関わった会員が、その責任を負う。 

【個人責任の減免】 

第１１条 １．前条２項に定める責任については、総会若しくは定例会の決議によりその一部または全部を減免

することができる。  

２．減免した責任は、全会員が平等に負うものとする。 

第２節 入退会 

【入会手続き】 

第１２条 １．本団体に入会しようとする者は、入会意思書を提出する。 

２．入会意思書は、代表の定める形式による。 

【入会の許可と会員権能の始期】 



第１３条 １．入会意思書の提出を受けた代表は、その諾否の決定を行い、定例会で会員に告知する入会許可宣

言を行うことにより、入会意思書提出者は会員となる。 

２．上記手続きにより、会員となった者は、本規約に定めのある会員の権利を行使し、義務を負う。会員として

の権能は入会許可宣言直後に始まる。 

【自然退会】 

第１４条 会員が第８条に定める資格を喪失したとき、特段の事情が無ければ自動的に退会するものとする。 

【任意退会】 

第１５条 １．会員がその都合により本団体の活動より離れる場合は、退会意思書を代表に提出する。 

２．退会意思書は、代表の定める形式による。 

３．退会意思書の提出を受けた代表は、退会の諾否の決定を行い、定例会で会員に告知する退会許可宣言を行う

ことで退会が成立する。 

４．代表が退会を申し出た場合、事務を司る者（事務総括または総務チーフ）が代表に代わり第１３条および本

条に定める退会に関する一切の事務を執行する。 

【会員の継続】 

第１６条 １．１会期が終わり、次会期も本団体の活動に参加しようとする者は、継続意思書を代表に提出する。

２．継続意思書は、代表の定める形式による。 

【機関の長であった退会者に関する特例】 

第１７条 当該会員が第５４条に定めた役員であった場合、当該会員が退会意思書を提出した後、退会許可宣言

を行うまでに代表はその後任を定めなければならない。 

【退会者の権能の消失】 

第１８条 １．退会の効果は、退会許可宣言の直後に生じる。退会許可宣言は定例会または総会で行い、宣言後

直ちに、当該会員は、その会員として一切の権能を失う。 

２．代表が不当に退会許可宣言を遅らせ、退会を予定していた会員に、本来退会によって免れ得た責任が発生し

た場合、その責任の一切は代表に帰属する。 

【退会者の責任】 

第１９条 １．退会者は、原則として会員であった期間の責任を問われない。 

２．退会者についてもその責任を負うのが適当と総会で決議された場合、会員であった期間の全体責任を負う。 

３．個別具体的な責任についても、総会決議によらず負わされることはない。 

第３節 会員名簿 

【会員名簿の作成】 

第２０条 １．代表は、適正な手続きを経て会員となった者の名簿を作成しなければならない。 

２．代表は、名簿の作成・管理等の業務（以下名簿業務という）を指定した者に委託することができる。 

３．名簿に記載する事項については、代表がこれを定める。但し、氏名、連絡先、会員の種別は必ずこれを記載

しなければならない。 

４．名簿記載事項に変動があった場合は、代表にその旨本人が申し出て記載を変更することができる。但し、会

員種別の変動については代表のみが変更を通告できる。 

【会員の種別】 

第２１条 会員には次の２つの種別を置く。 

① 実働会員 

② 休会会員 

【実働会員】 

 第２２条 実働会員は、継続的に定例会および総会に出席し、本団体に主体的に携わっている者をいい、本規約



に定めるすべての権能を行使し、義務を負う。 

【休会会員】 

第２３条 １．休会会員は、合理的な理由なく定例会および総会を１ヶ月間欠席した者および自らの意思で代表

に休会を申し出た者をいう。 

２．休会会員は実働会員復帰の旨、代表に連絡し、１ヶ月間継続的に本団体に主体的に携わることにより実働会

員に復帰する。 

 

第３章 機関 

第１節 総則 

【設置機関】 

第２４条 本団体には以下の機関を置く。 

① 総会 

② 定例会 

 

第２節 総会 

【総会の性質と決議事項】 

第２５条 総会は本団体の最高意思決定機関であり、本団体の運営について以下の各号に規定する重要事項につ

いて会員の合議によってこれを決する。 

①新年度の代表の選任 

②前年度の決算報告 

③前年度の総括報告 

④その他本団体の運営において重要な事項 

【総会の定足数】 

第２６条 総会の定足数は、実働会員の３分の２以上とする。 

【総会の種類】 

第２７条 総会は年に１回原則１２月に開催される定例総会と、実働会員の３分の１以上の要求または代表によ

って招集される臨時総会、代表解任動議の可決に伴う代表再選出総会をいう。 

【総会の議長】 

第２８条 １．総会の議事進行にあたっては、その時点までの代表またはその指名した者が議長を務めることと

する。 

２．代表は総会開催にあたり、議長を当該総会前日までに指名するか自ら行うか決定し、webその他の適切な手

段を通じて全会員に告知しなければならない。 

 【総会の議事録】 

第２９条 総会の議事録作成は議長の指名した者がこれを行う。議事録作成者は、当該総会の翌々日までに議事

録を作成し、webその他の適切な手段により全会員にこれを周知しなければならない。 

【総会の議決要件】 

第３０条 総会の議決要件は総出席会員の過半数とする。 

【総会における各会員の投票権】 

第３１条 総会における投票権は実働会員につき１票で、議長および休会会員はこれを有さない。但し、可否同

数の場合、団体のために議長がこれを決する。 

【総会に欠席する会員の投票権の委任】 

第３２条 総会を欠席する会員は、他の出席する会員に委任することで議決に参加することができる。 



【委任の手続き】 

第３３条 委任に際しては委任する会員、委任する範囲を明記した上で、委任した会員および委任された会員双

方から書面若しくは電子メールにより議長に委任状を提出しなければならない。 

【委任の効力の始期】 

第３４条 委任は、議長が、委任者の提出した委任内容と被委任者提出した委任内容の双方の同一性を確認した

時点で有効となる。 

【委任を行って欠席した会員の扱い】 

第３５条 委任を行って欠席した会員は、議決に際して、出席会員の数に含めることとする。 

【総会決議無効確認請求】 

第３６条 総会決議に重大な瑕疵が存在した場合、実働会員の３分の１以上の請求により、請求者の代表は無効

確認の動議を総会若しくは定例会に提出することができる。但し、総会決議から３ヶ月経過した後、または、決

議内容に重大な影響を及ぼさない軽微な瑕疵については、治癒したものと見なす。 

【総会決議無効確認請求の審議】 

第３７条 総会決議無効確認の動議の提出を受けた総会若しくは定例会は、全ての議事に優先して議長がこれを

審議する。 

【総会決議無効確認請求の審議遅延】 

第３８条 議長が総会決議無効確認請求の審議を正当な理由なく遅延した場合は、次条に定める議長解任の対象

となる。 

【総会における議長の解任】 

第３９条 総会の議事運営に際して、著しく議長に相応しくないと判断した場合、実働会員は議長解任動議を提

出することができる。 

【議長解任動議の審議】 

第４０条 議長解任動議は最優先でこれを扱い、第５４条に定める事務総括（設置していない場合は総務チーフ）

が解任請求動議議事進行者となり、議長に代わり動議の審議を行う。 

【解任の決定】 

第４１条 第３９条、第４０条に基づき、審議を行い、出席会員の３分２以上の賛成があれば解任請求動議議事

進行者は職権により、議長を解任することができる。 

【解任後の総会議長】 

第４２条 総会議長解任後は、解任請求動議議事進行者が臨時で議長職権を行い、新議長を選任する。選任され

た新議長は、総会議長として職権を行使する。 

【解任前の決議の有効性】 

第４３条 議長解任前の決議は、手続きに瑕疵のある場合を除き、有効である。 

  

第３節 定例会 

【定例会】 

第４４条 第３章第２節に定める総会とは別に、会員全員が参加する定例の全体会議として定例会を置く。 

【定例会の頻度】 

第４５条 定例会は原則週に１度、第２条に定める住所を原則として開催する。 

【定例会の議決効力】 

第４６条 定例会の議決は総会のそれに次ぐ。総会が定例会と異なる議決を行った場合、総会の議決が定例会の

それに優越する。 

【定例会の議長】 



第４７条 １．定例会の議長は、代表若しくは代表の指名した会員が行い、本規約の範囲内において、その裁量

によって議事を進めることができる。議長の権能は第２８条の規定を準用する。 

２．代表は定例会開催にあたり、議長を当該定例会前日までに指名するか自ら行うか決定し、webその他の適切

な手段を通じて全会員に告知しなければならない。 

【定例会の議事録】 

第４８条 定例会の議事録作成は、議長の指名した者がこれを行う。議事録作成者は原則として定例会翌日まで

に議事録を作成し、webその他の適切な手段により全会員にこれを周知しなければならない。 

【定例会の議決要件】 

第４９条 定例会の議決要件は出席会員の過半数とする。 

【定例会における各会員の投票権】 

第５０条 定例会における投票権は各出席会員につき１票で、議長および休会会員はこれを有さない。但し、可

否同数の場合、団体のために議長がこれを決する。 

【定例会投票権の委任】 

第５１条 定例会における投票権の委任は、第３２条から第３５条を準用する。 

【定例会決議無効請求】 

第５２条 定例会決議無効請求は第３６条から第３８条の規定を準用する。 

【定例会における議長の解任】 

第５３条 定例会における議長の解任は第３９条から第４３条の規定を準用する。 

第４章 役員 

第１節 総則 

【役員】 

第５４条 本団体の役員は以下とする。 

１．代表１名 

２．事務総括、勉強会総括を各１名以内 

３．事務総括がある場合は事務総括下に、ない場合には代表直下に第４項各号に定めるチーフを各１名 

４．① 総務チーフ 

  ② 渉外チーフ 

③ 会計チーフ 

  ④ 広報チーフ 

  

第２節 代表 

【代表の責任】 

第５５条 代表は本団体を対外的に代表する。 

【代表の権能】 

第５６条 代表は本規約に定める各種職権を有する。 

【代表の選出】 

第５７条 代表は総会により選出し、その選出方法は本節に定めるところを除き、第５章に定めるところによる。 

【代表の立候補】 

第５８条 代表への立候補の方式は第５章に定める。 

【代表立候補者不存在の場合】 

第５９条 立候補の要件を満たす者がいない場合、若しくは代表の選出が何らかの事由で行い得なかった場合は、

前年度代表が、臨時代表として代表の選出が行われるまで代表の職に当たる。 



【代表の解任】 

第６０条 実働会員は、代表がその任にふさわしくないと判断した時は、代表の解任についての動議を総会若し

くは定例会に提出できる。 

【代表解任動議提出の要件】 

第６１条 代表解任動議は、動議を提出した会員を含んで実働会員の５分の１以上の共同提案者を必要とする。 

【代表解任動議の審議】 

第６２条 代表解任動議は、当該動議の共同提案者および代表を除いた者のうち実働会員から議長を選出し、審

議を行う。 

【代表解任動議の議決要件】 

第６３条 代表解任動議は、実働会員の３分の２ 以上の賛成により可決される。 

【代表解任後の代表職権】 

第６４条 代表解任動議が可決された場合、事務総括が設置されている場合は事務総括が、設置されていない場

合は、総務チーフが臨時代表として代表が再選出されるまでその職権を行う。 

【代表の再選出】 

第６５条 代表解任動議が可決された場合、次回の定例会を代表再選出総会として開催し、第５章を適用し、新

たな代表の選出を行う。また、代表選出総会は代表選出以外の権能を有しない。 

【解任後再選出された代表の権能とその終期】 

第６６条 代表再選出総会で選出された代表は、第５６条に定める権能を有し、第６条に定める任期で代表職権

を行使する。 

  

第３節 事務および勉強会総括 

【総括の人数】 

第６７条 事務および勉強会総括は、各１名以内でこれを置くことができる。 

【各総括の指名】 

第６８条 １．各総括は代表がこれを指名する。 

２．事務総括および勉強会総括は、代表が指名した後、総会の同意を持って任命される。 

 

第４節 部局総則 

【部局の設置】 

第６９条 １．本団体は、総務、渉外、会計、広報の部局を置く。 

２．本条第１項に定める部局の他に代表は実働会員の意見をもとに、本団体内に職分に応じた部局を任意に設け

ることができる。それらの部局の数および種別は代表の裁量に属する。 

【チーフ】 

第７０条 １．総務、渉外、会計、広報については原則それぞれにチーフを指名しなければならない。 

２．代表は任意に設置した部局についてもチーフおよびを指名しなければならない。 

３．本条第 1項、第 2項により指名を受けたチーフは総会若しくは定例会での同意をもってできる各部局チーフ

として活動する。 

【チーフの定例会説明責任】 

第７１条 各チーフは、その担当する職務について定例会に報告し、必要な説明を行う責任を有する。 

【チーフの変更】 

第７２条 チーフの変更や部局の担当領域の変更については、代表が発議し、定例会での承認を求めることがで

きる。 



 

第５節 各部局各則 

【総務】 

第７３条  １．総務部局は、本団体の円滑な活動を確保することを目的とする。 

２．総務部局は、前項の目的を達するため、会場確保および会員の出欠確認等を含む、総会、定例会の開催準備

をはじめとする本団体の各種活動に際しての場所、物品の確保および本団体の内部情報の webによる共有・管理

を行う。 

【渉外】 

第７４条 １．渉外部局は、渉外活動を通じて本団体の健全な財務運営を図ることを目的とする。 

２．渉外部局は、前項の目的を達するため、本団体を協賛・後援する企業の開拓・連絡・交渉を行う。 

【会計】 

第７５条 １．会計部局は収入支出管理を通じて本団体の健全な財務運営を図ることを目的とする。 

２．会計部局は、前項の目的を達するために、本団体の会計について記録し、代表の逐次の同意の下、必要な金

員の出納を行う。 

３．会計部局は、定例会時の会計報告の他に総会時に年度会計報告を行う。 

【広報】 

第７６条 １．広報部局は、本団体を広く一般に認知させることおよび本団体の活動の更なる発展と学生間の交

流の活発化と本団体の運営にあたって必要な会員数を確保することを目的とする。 

２．広報部局は、前項の目的を達成するために、本団体の活動を紹介する各種の頒布物の作成、本団体を支援・

協力・互助する学生団体の開拓・連絡・交渉、本団体の新入生を対象とした勧誘活動と育成および本団体の対外

的な webページの管理を行う。 

第５章 選挙 

第１節 選挙総則 

【本章の適用範囲】 

第７７条 １．この章に規定する事項は、総会および代表再選出総会における代表の選出に適用する。但し、代

表がその必要を認めた場合、他の役員の選出に準用することを妨げない。 

２．本章の規定を他の役員の選挙準用する場合、総会または定例会で過半数の承認を得なければならない。 

 

第２節 代表選挙への立候補 

【代表選挙への立候補】 

第７８条 １．代表選挙の立候補者は本団体の実働会員でなければならない。 

２．代表選挙には自ら立候補を届け出なければならない。 

３．代表選挙への立候補の方式は本章第２節に定める選挙管理委員会の定めるところによる。 

【推薦人の人数】 

第７９条 推薦人の人数は選管と代表が協議の上、適切な範囲内で決定する。 

【推薦人の性質】 

第８０条 推薦人は、代表選挙立候補者の身分を保証する性質を有するのみで、推薦によって投票行動は制約さ

れない。 

【推薦人の選挙活動】 

第８１条 推薦人の選挙活動はこれを一切認めない。 

【推薦人の違反】 

第８２条 推薦人が後に定める選挙運動に違反した場合でも、候補者との明らかな連帯がなければ立候補者と別



に処分する。 

【代表立候補者不存在の場合】 

第８３条 立候補の要件を満たす者がいない場合、若しくは代表の選出が何らかの事由で行い得なかった場合は、

前年度代表が、臨時代表として代表の選出が行われるまで代表の職に当たる。 

 

第３節 選挙管理委員会 

【選挙事務管掌者】 

第８４条 １．選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除き選挙管理委員長が管理する。 

２．選挙管理委員長は、必要に応じて選挙管理委員を適切な範囲で置き、選挙管理委員会を構成することができ

る。 

【選挙管理委員長の指名】 

第８５条 １．選挙管理委員長は代表が指名する。但し、その指名は総会または定例会において過半数の承認を

得なければならない。 

２．選挙管理委員は、選挙管理委員長が指名した後、総会または定例会で過半数の承認を得なければならない。 

３．第６５条に定める場合、選挙管理委員長は定例会若しくは総会で新たに指名する。 

【選挙管理委員長の権能】 

第８６条 選挙管理委員会は以下の各号に定める権能を有する。 

１．選挙の手続きに関する各種決定 

２．選挙の運営 

３．開票 

４．投票結果の告示 

５．その他、選挙の運営に関して必要と認められる事項 

【選挙管理委員会の運営】 

第８７条 選挙管理委員会の運営は以下の各号に定める方式による。 

１．選挙管理委員会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

２．選挙管理委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。 

３．選挙管理委員会による迅速な決定が求められ、かつ選挙管理委員会での議論が困難であると選挙管理委員長

が判断した場合に限り、選挙管理委員長は選挙管理委員会の機能を代行することができる。 

４．前号適用の場合、選挙管理委員長は事後速やかに選挙管理委員会を招集し決定を報告する義務を負う。 

５．選挙管理委員会は本章の目的を達成するため、選挙事務に関して適切な範囲内で拘束力のある決定その他適

切な処置をとることができる。 

 

第４節 選挙日程・立候補・告示 

【選挙日程の設定】 

第８８条 選挙日程は、別途選挙管理委員会の定めるところによる。 

【公示および告示】 

第８９条 選挙に立候補する者は、公示期間中に選挙管理委員会に選挙管理委員会の定める方式により届け出る

ものとする。 

【立候補者の告示】 

第９０条 選挙管理委員会は、公示期間終了後直ちに全届出者の氏名を書面若しくは電子メールにより会員に告

示しなければならない。 

【立候補者の義務】 



第９１条 立候補者は届出者が告示されるまで自らの立候補につき、積極的に宣伝ないし選挙活動と推定される

ような発言を慎む義務を有する。 

 

第５節 選挙運動 

【選挙運動】 

第９２条 選挙運動は、選挙運動期間でなければすることができない。 

【禁止事項】  

第９３条 選挙運動において次の各号に定める事項を禁止する。 

１．全会員に対して禁止する事項。 

① 選挙管理委員会の業務妨害 

② 選挙運動の妨害 

③ 候補者に対する侮辱および名誉棄損 

２．候補者および運動にかかわって禁止する事項。 

① 他の候補者に対する中傷 

② 投票の強要、脅迫、買収 

３．第９５条に定められた義務を著しく逸脱する行為。 

① ４．選挙管理委員会に対して禁止する事項。特定の候補者の活動への加担 

② 選挙管理委員の地位を利用した特定の候補者に関する会員への働きかけ 

４．その他選挙管理委員長または委員会が著しく公平性に反するもの、また公序良俗に反すると指定するもの。 

 

第６節 投開票 

【選挙の方法】 

第９４条 選挙の方式は次の各項に定める方式とする。 

１．投票は秘密投票によりこれを行う。 

２．① 選挙人は、選挙当日交付される投票用紙に当該選挙の候補者の氏名を自書して、これを投票箱に入れな

ければならない。 

 ② 信任投票の場合は、選挙当日交付される投票用紙に「信任」若しくは「不信任」どちらかを自書して、こ

れを投票箱に入れなければならない。３．不信任票・棄権票は投票総数に含める。 

４．投票の方法は、本章第２節および選挙管理委員会の定めるところによる。 

５．第４項に定める方法は選挙運動１日目までに全会員に告示されなければならない。 

【投票における禁止事項】 

第９５条 投票において次の各号に定める行為を禁止する。 

① 選挙および選挙管理委員会に対する妨害 

② 委任の方法によらない代理投票 

③ 投票日の選挙運動および特定の個人への投票への呼びかけ 

【開票】 

第９６条 開票は投票期間終了後の総会期間中に行われる。 

【無効票】 

第９７条 投票において次の各号に該当するものは、無効とする。 

① 候補者でない者の氏名を記載したもの 

② 一投票中に二人以上の候補者の氏名を記載したもの 

③ 第９４条に定める事項の他に、他事を記載したもの 



④ 投票者の自書でないと認められるとき。但し、本規約第３章第２節第３２条   から第３４条に定める場合で

議長または委任を受けた会員が投票を行う場合   はこの限りではない 

⑤ 記載した事項について確認しがたいとき 

⑥ その他第９４条に定める方法以外で投票したとき 

【選挙のやり直し】  

第９８条 第９５条に定める違反者が存在した場合および投票総数が投票者数を上回った場合は、投票を無効と

し、再投票を行う。 

【投票の方法】 

第９９条 １．立候補者が複数の場合は代表候補者選出投票(以下選出投票とする)および信任投票を行うものと

する。但し以下の場合は信任投票を省略することができる。 

①選出投票の結果総票数の過半数を獲得する候補者が存在した場合 

②第１０３条１項の結果総票数の過半数を獲得する候補者が存在した場合 

２．立候補者が１名の場合は信任投票のみを行うものとする。 

【当選者のなかった場合】 

第１００条 １．選出投票の結果上位２名以上の候補者が同数の票を獲得した場合、その候補者による決選投票

を行う。 

２．決選投票においても最多得票候補者が２名以上存在した場合、選挙管理委員長が団体のために投票を行う。

この投票は会員としての投票で、個人の良心によるもので、選挙管理により制約を受けない。 

【信任投票】 

第１０１条 次の場合は信任投票を行うものとする。 

①選出投票の結果最も得票が多かった候補者が１名であり、かつ総票数の過半数を獲得することができなかった

とき。 

②決選投票の結果最も得票が多かった候補者が１名であり、かつ総票数の過半数を獲得することができなかった

とき。 

① 挙管理委員長による投票が行われた場合 

【信任投票の当選者の決定】 

第１０２条 信任投票は総票数の過半数の信任票を得た場合当選とする。但し、信任および不信任票が同数の場

合は信任とする。 

 

【決選投票の方法】 

第１０３条 決選投票の方法は、投票に準ずる。 

【決選投票の効力】 

第１０４条 決選投票の効力は通常のそれと同一とする。 

【選挙管理委員長の解任】 

第１０５条 選挙管理委員長が著しくその任に不適と認めた場合、代表解任の手続きを準用し、解任を請求する

ことができる。 

【選挙違反の処分】 

第１０６条 本章に定める違反を行った者には、第１１３条から第１１６条までに定める警告の手続きを準用し、

警告を行うことができる。 

 

第６章 勉強会 

【勉強会】 



第１０７条 本団体は第３条の目的を達成するため、会員の能力を向上させ、会員相互の交流と親睦を図ること

を目的として、勉強会を行う。 

【勉強会の方式】 

第１０８条 代表および勉強会総括は、勉強会の方式や担当者等を合議によりに決定することができる。 

【勉強会の主催】 

第１０９条 実働会員は勉強会の企画を勉強会総括に提出し、実働会員に諮り、承認されれば当該勉強会のチー

フとして勉強会を行う。但し、勉強会チーフを兼職することはできない。 

【勉強会の参加資格】 

第１１０条 勉強会には会員が参加できる。実働会員は任意の勉強会に複数所属することを妨げられない。また、

代表が認めた場合は会員以外が参加することを妨げない。 

  

第７章 雑則 

【警告】 

第１１１条 代表は、以下に定める目的と要件に従い、「代表警告」、「全体警告決議」を行うことができる。 

【代表警告】 

第１１２条 代表は、会員が本規約に違反し、あるいは、第３条の目的に反し、または、本団体の円滑な運営を

損なう行動に及んだ際、問題となる行動内容および必要であればその問題を抑止するための禁止や制限の指示を

明示した上で２名以上の会員の立会いの下、「代表警告」を発することができる。 

【全体警告決議】 

第１１３条 第１１３条に定める「代表警告」にも関わらず、状況が改善されないと代表が判断した場合、代表

は、定例会において、当該会員に対する「全体警告決議」を行うよう動議することができる。 

【全体警告決議の議決】 

第１１４条 「全体警告決議」の議決には出席会員の３分の２ 以上の賛成を要する。 

【除名】 

第１１５条 「全体警告決議」の後、なおも状況が改善されないと代表が判断した場合、代表は定例会に当該会

員の「除名決議」を行うように動議を提出することができる。 

【除名決議の議決】 

第１１６条 「除名決議」は、実働会員の３分の２以上が除名に同意した場合に可決され、当該会員は本団体よ

り除名される。 

【除名会員の権能の消失】 

第１１７条 除名決議の議決を受けた会員は、議決成立後、直ちに会員としての権能一切を失う。 

【除名会員の不服申し立て】 

第１１８条 除名された会員は不服申し立てを行うことができる。 

【不服申し立て手続きの要件】 

第１１９条 除名に関し不服申し立てを行おうとする者は、３名の実働会員たる不服申し立て補助人と共に不服

申し立てに対する合理的な理由を書面で代表に対して示して不服申し立てを行うことができる。 

【不服申し立て手続きの審議】 

第１２０条 １．第１２０条の要件を満たした場合、代表は定例会また総会において不服申し立てを審議し、資

格回復の可否を多数決により決する。 

２．不服申し立てが正当であると実働会員の３分の２以上の会員が判断した場合、会員としての資格を回復する。 

３．実働会員の３分の２以上が不服申し立てを正当と判断しなければ不服申し立ては否決され、会員としての権

能を永久に失う。 



【本規約の改正】 

第１２１条 本規約は、定例会または総会において出席会員の過半数の賛成および代表の同意をもって改正する

ことができる。 

【規約改正の効力の始期】 

第１２２条 改正された規約は議決後直ちに直ちに全会員に告知され、告知の１週間後に発効する。但し、代表

がその必要を認めるときは、会員の過半数の同意をもって、この期間を短縮することができる。 

  

附則 

【本規約の経緯】 

１．本規約は、「宇宙開発フォーラム実行委員会運営規約」として、２００８ 年（平成２０ 年） ２月２ 日に

制定された。 

２．同年１２月２０ 日に改正された。 

３．本規約は２０１０年７月３日に「宇宙開発フォーラム実行委員会運営規約」から「宇宙開発フォーラム実行

委員会規約」として改称の上、大幅に改正し、２００８年１２月２０日本規約第３２条に基づき過半数の賛成を

得た後、代表が発効期間の短縮の必要を認めたため、全会員の過半数の賛成をもって、２０１０年７月３日の定

例会で即時発効した。 

４．２０１０年１２月１９日に２０１０年７月３日本規約第９２条に基づき一部改正し、第９３条に定める発効

期間の短縮を代表が認めたため同日の総会で可決後、即時発効した。５．２０１１年７月９日に本規約第１２１

条に基づき、一部改正し、第１２２条に定める発効期間短縮を代表が認めたため、同日の定例会で可決後、即時

発効した。SDF 宇宙開発フォーラム実行委員会 

以上 


